
いじめは「人間として絶対に許されないこと」「どの子にも
起こり得ること」「どの子も被害者にも加害者にもなり得るこ
と」という基本認識に立ち、アンテナを高く組織的に未然防止、
早期発見、早期対応に取り組みます。

いじめとは、当該児童と一定の人間関係にある児童が行う心理的又は物理的な影

響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む）で、当該行為の対象

となった児童が心身の苦痛を感じているもの。（けんかやふざけ合いであっても。好

意で行った行為が相手に苦痛を感じさせた場合も。）

危機管理の「さしすせそ」でいじめ問題に対応

〇さ 最悪を想定し 〇せ 誠意をもって

〇し 慎重に 〇そ 組織的に

〇す 素早く

早期発見のための情報共有

①教育相談会

②主任会、運営委員会

③職員打ち合わせでの情報共有

早期発見のためのアンテナ

①いじめ発見アンケート

②スマイルウィーク

③個人面談

④六小教育の日の相談活動

いじめ防止のために
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ダイジェスト版

チーム会議

いじめの定義

①学校全体を通じて「いじめは人間として許されない」という認識
を醸成します。

②互いの良さや違いを認め合うことのできる学級づくりを進め、みん
なが笑顔で安心して過ごせる温かい学級をめざします。

③一人一人を大切にした子ども主体の授業を行い、みんなで高まる
笑顔の授業づくりを進めます。


